
平 成 1 6 年 度  第 1 回 理 事 会 抄 録  

 
日 時 ： 平 成 1 6 年 6 月 2 4 日 （ 木 ） P M 1 3 : 0 0～ 1６ ： 0 0  
場 所 ： 若 里 市 民 文 化 ホ ー ル Ｊ 会 場  
出 席 ： 杉 原（ 会 長 ）、中 村（ 春 ）、山 根（ 副 会 長 ）、荻 原（ 事

務 局 長 ）、冨 岡 、古 川 、長 谷 川（ 監 事 ）、岩 瀬 、香 山 、

鶴 見 、曳 地 、比 留 間 、松 房 、山 田（ 常 務 理 事 ）、大 熊 、

片 岡 、 小 林 （ 正 ）、 長 尾 、 早 川 、 日 垣 、 山 本 （ 理 事 ）、

石 塚 、 浅 井 、 毛 束 、 志 水 、 庄 司 （ 部 ・ 委 員 長 ）  
   
Ⅰ 審 議 事 項  
１ ． 第 3 9 回 総 会 次 第 に つ い て （ 庄 司 総 会 議 事 運 営 委 員

長 ） 1 ） 議 長 団 の 理 事 会 推 薦 者 と し て 、 小 市 健 二 議 長 、 百

田 貴 洋 副 議 長 の 紹 介  2 ） 総 会 進 行 に つ い て  6 月 2 5 日

（ 金 ） 1 6： 0 0 ～ 1 8： 2 0  定 足 数 は 6 7 2 8 名 、 委 任 状 6 月 2 3

日 現 在 6 4 6 9 名 、 2 5 9 名 以 上 の 参 加 が 必 要 。     

→ 承 認  

 

２ ． 痴 呆 問 題 担 当 理 事 の 件 （ 杉 原 会 長 ） 1 ） 担 当 理 事 ：

大 熊 、 荻 原 、 香 山 、 片 岡 理 事  2 ） 分 掌 事 項 ： 痴 呆 性 高 齢

者 に 対 す る 作 業 療 法 の あ り 方 の 検 討 、 施 策 へ の 対 応 案 検

討 、 そ の 他 、 痴 呆 性 高 齢 者 に 関 す る 窓 口    → 承 認  

                              

３ ． 顧 問 （ 弁 護 士 ） の 件 （ 荻 原 事 務 局 長 ） 協 会 顧 問 弁 護

士 と し て 日 本 弁 護 士 連 合 会 及 び 東 京 弁 護 士 会 の 各 医 療 部

会 委 員 で あ る 山 田 雅 康 弁 護 士 に 依 頼 す る 。    → 承 認  
                              

４ ． 認 定 作 業 療 法 士 （ 特 例 ） の 審 査 結 果 に つ い て （ 岩 瀬

担 当 理 事 ） 認 定 作 業 療 法 士 の 特 例 要 件 に 基 づ き 2 2 9 名 を

承 認 、 認 定 期 間 2 0 0 4 年 4 月 1 日 ～ 0 9 年 3 月 3 1 日   

→ 承 認  
 

５ ． 正 会 員 入 退 会 に つ い て （ 荻 原 事 務 局 長 ） 3 月 3 1 日 付

退 会 1 2 4 名 、4 月 1 日 ～ 5 月 3 1 日 ま で の 入 会 者 1 6 3 2 名 、

6 月 1 日 現 在 会 員 数 2 万 1 5 6 0 名     → 承 認  
 

Ⅱ 報 告 事 項  
１ ． 役 員 任 期 に つ い て （ 杉 原 会 長 ） 理 事 会 に お い て 任 期

3 年 に つ い て 承 認 を 得 て い る が 、 厚 生 労 働 省 医 事 課 に 確

認 し た 結 果 、 一 般 的 に は 2 年 任 期 を 勧 め て い る と の 回 答
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が あ り 、 理 事 会 再 任 の 上 限 を 含 め て 検 討 を 継 続 す る 。  

 

２ ． 音 楽 療 法 士 の 資 格 制 度 を め ぐ る 動 向 に つ い て （ 杉 原

会 長 ） 参 議 院 議 員 連 盟 で 法 制 化 の 動 き が あ る 。 5 月 3 1 日

に 拙 速 過 ぎ る 、 さ ら に 時 間 を か け て 検 討 が 必 要 と の 意 見

書 を 日 本 理 学 療 法 士 協 会 と の 連 盟 で 提 出 。  

 

３ ． 医 療 関 係 職 種 の 養 成 所 等 の 指 定 に 係 る 事 務 に つ い て

（ 杉 原 会 長 ） 平 成 1 6 年 4 月 1 日 か ら 標 記 事 務 に つ い て

各 地 方 厚 生 局 健 康 福 祉 部 医 事 課 に 事 務 移 行 の 通 知 。 厚 生

労 働 省 医 政 局 医 事 課 と と も に 担 当 す る 。  
 
4． 認 定 作 業 療 法 士 審 査 等 委 員 会 委 員 長 の 件 （ 杉 原 会 長 ）

委 員 長 を 鷲 田 孝 保 氏 に 依 頼 す る 。  

 

５ ． 高 齢 者 ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 研 究 会 中 間 報 告 へ の 対 応 に つ い て

（ 中 村 副 会 長 ）7 月 6 日 頃 ま で に 意 見 書 を 提 出 す る 予 定 。  

 

６ ． 精 神 病 床 等 に 関 す る 検 討 会 に お け る 中 間 ま と め へ の

対 応 に つ い て （ 荻 原 事 務 局 長 ） 6 月 2 9 日 に 香 山 、 比 留 間

理 事 、 荻 原 事 務 局 長 が 説 明 を 聞 き 、 意 見 交 換 を す る 。  
 
7 ． 痴 呆 施 策 へ の 対 応 に つ い て （ 荻 原 事 務 局 長 ） 痴 呆 対

策 推 進 室 長 に 会 長 と 共 に 面 談 、 痴 呆 性 高 齢 者 へ の 対 応 に

つ い て の 考 え を 伝 え た 。 研 究 事 業 と し て 家 族 支 援 モ デ ル

プ ラ ン に つ い て 担 当 理 事 が 作 成 し 提 案 す る 。  
 
8．「 福 祉 用 具 選 定 の 判 断 基 準 」 の 周 知 徹 底 方 法 に つ い て

（ 荻 原 事 務 局 長 ） 福 祉 用 具 の 選 定 に O T が 専 門 職 と し て

適 切 に 関 与 で き る よ う に 会 員 へ の 周 知 徹 底 を 図 る 。  
 
9． W F O T 関 連 文 書 等 へ の 対 応 に つ い て （ 荻 原 事 務 局 長 ）

H P 等 に 掲 載 す る 文 書 の 選 定 に つ い て W F O T 代 表 に 依 頼 。 
 
1 0． 平 成 1 5 年 度 決 算 概 要 ・ 平 成 1 6 年 度 予 算 案 概 要 に つ

い て （ 石 塚 財 務 部 長 ） 予 算 案 概 要 に つ い て は ニ ュ ー ス に

掲 載 。 例 年 同 様 、 決 算 、 予 算 と も に 印 刷 製 本 費 が 多 い 。  
 
1 1． 学 術 部 報 告 （ 浅 井 学 術 部 部 長 ） 平 成 1 6 年 度 活 動 と

し て 1 ) 事 例 報 告 実 施 委 員 会 を 設 立 し 委 員 会 業 務 を 遂 行
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す る 2 )作 業 療 法 実 践 指 針 を 作 成 す る 。  
 
1 2． 教 育 部 報 告 （ 岩 瀬 担 当 理 事 ） 1） 生 涯 教 育 制 度 移 行

手 続 き 状 況 に つ い て  6 月 現 在 認 定 O T 6 0 9 名 2）教 育 部 が

主 催 す る 生 涯 教 育 講 座 ・ そ の 他 の 研 修 会 に つ い て 3）「 臨
床 実 習 の 手 引 き 」 ア ン ケ ー ト 結 果 に つ い て  
 
1 3．N H K 放 送 番 組 に 対 す る 協 会 の 参 画 に つ い て（ 山 本 担

当 理 事 ） N H K 教 育 テ レ ビ 「 介 護 の 達 人 」 に 出 演 、 ビ デ オ

ク リ ッ プ の 作 成 。  
 
1 4． 事 業 部 報 告 （ 曳 地 担 当 理 事 ） 1） 事 業 企 画 書 に つ い

て  事 業 部 で 引 き 継 ぐ 事 業 に つ い て 企 画 書 の 書 式 を 使 用

し た い 。 2） 全 国 研 修 会  プ ロ グ ラ ム が 決 定 し た 。  
 
1 5． 作 業 療 法 教 育 課 程 連 絡 会 に つ い て （ 毛 束 企 画 調 整 委

員 長 ） 第 1 回 連 絡 会 を 9 月 1 9 日 ～ 2 0 日 東 京 に お い て 開

催 予 定 。 ア ン ケ ー ト を 添 付 し 文 書 を 発 送 す る 。  
 
1 6．イ ン タ ー ネ ッ ト 投 票 に つ い て（ 志 水 選 挙 管 理 委 員 長 ）

ト ラ イ ア ル 期 間 を 経 て 、 2 0 0 5 年 役 員 選 挙 か ら 実 施 。  
 
1 7． そ の 他  １ ） 第 3 9 回 学 会 で の 学 会 表 彰 に つ い て  
2） 精 神 障 害 者 の 地 域 生 活 支 援 に つ い て （ 鶴 見 理 事 ）  
3） 介 護 保 険 に お け る 福 祉 用 具 選 定 判 断 基 準 に つ い て  
4） 発 達 障 害 者 支 援 法 案 概 要 に つ い て （ 比 留 間 理 事 ）  
5） 2 0 0 4 年 版 医 療 保 険 介 護 保 険 の 手 引 き に つ い て （ 比 留

間 理 事 ）  
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